
第10回
盛土のあり方検討会議

有識者検討会

日時：令和6年3月7日(木） 10時00分～

場所：オンライン



本日の議事
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▎前回議事の確認

▎東京都版基礎調査実施マニュアルの検討

 審議事項1 既存盛土等分布調査

▎盛土規制法運用上の課題

 報告事項1 検討結果

▎新制度移行に向けた取組

 報告事項2 取組状況

▎閉会の挨拶



審議事項1
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既存盛土等分布調査
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前回までの資料既存盛土等調査｜抽出方法と対象規模
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山間地、丘陵地 市街地

対象とする造成年代 カラーの空中写真が整備された1970年以降

対象規模

• 大規模盛土造成地相当の盛土
• 500m2以上の谷埋め盛土
• 保全対象が直下に存在する100m2以上の谷埋め盛土
• 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の法高が5ｍ以上
の腹付け盛土

• 3,000m2以上の平地盛土

• 切土高が特に高く（15ｍ以上）、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されている
切土

主たる抽出方法
• 標高差分の解析※

• 地形判読（LP地形図）
• 色調変化の抽出

• 色調変化の抽出
• 地形判読（LP地形図）
• 地形判読（空中写真、地形図）

補助的な抽出方法 • 地形判読（空中写真、地形図） • 標高差分の解析※

備考 ※標高差分の解析は、差分図作成済範囲のみ

▎既存盛土等の抽出方法・対象規模



前回までの資料既存盛土等調査｜既存盛土盛土等の抽出
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 都において使用する抽出方法

①色調変化の抽出 ②標高差分の解析 ③-1 地形判読
（空中写真、地形図）

③-2 地形判読
（LP地形図）

概要

• 空中写真等から色調の
変化箇所を抽出

• 既存DEMを重ね合わ
せ標高変化箇所を抽出
※大規模盛土造成地調査
の主たる手法

• 空中写真や地形図から
技術者が判読

• LP地形図※から技術者
が判読
※LP（航空レーザ測量成
果）から作成した地形図

精度

• 500m2程度を抽出可能
※高精度の画像を用いた場
合

• 500m2程度を抽出可能
※高精度のDEMを用いた
場合

• 時期の違うDEM同士
では精度低下の懸念

• 500m2程度を抽出可能
※高精度の光学画像を用
いた場合

• 500m2程度を抽出可能
※高精度のLPを用いた場
合

コスト

• 空中写真は都または国
土地理院が撮影（無
償）

• 既存DEM活用の場合
は安価
※山間部や島しょ部は既
存DEMなし

• 技術者の目視作業を要
するため、比較的高価

• 技術者の目視作業を要
するため、比較的高価

手法例

▲DEMを用いた差分解析例

[引用]基礎調査実施要領（案）
（既存盛土調査編）参考資料

▲空中写真からの盛土範囲
の判読イメージ

▲LP地形図からの盛土範囲
の判読イメージ



既存盛土等調査｜抽出対象
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▎平地盛土の定義

 盛土等の安全対策推進ガイドライン及び
同解説における定義
• 勾配が1/10以下の土地において行われた盛土

➡ 緩傾斜のひな壇造成地等では誤抽出する
おそれ

 東京都における平地盛土
• 天面全体が周囲より高くなっている盛土

※堤内地全域の嵩上げ等は、平地盛土として取扱わ
ない

▲ 平地盛土の例
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既存盛土等調査｜抽出対象の規模
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▎抽出規模の検討
• 周囲との比高が2m未満の盛土は、明瞭に盛土範囲を抽出できない

• LPデータには±0.2～0.4ｍの誤差を含むため、高さ1ｍ程度の盛土は誤抽出となる恐れ

➡ 平地盛土の抽出規模は、天面の高さが2m以上、かつ3,000m2以上とする

LP地形図 標高段彩図
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▲ 2m未満の盛土（LP地形図） ▲ 2m未満の盛土（標高段彩図）

2m未満の盛土

2m未満の盛土



前回資料既存盛土等調査│抽出対象の規模
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 参考 3,000m2未満の盛土
• 小規模な盛土は、空中写真からの判読が困難

▲ 腹付け型大規模盛土（A=920m2）
差分図により抽出

[背景図] 国土地理院「地理院地図」

[背景図] 国土地理院「地理院地図」

2019年

1961～1969年

▲ 既存盛土箇所の空中写真



既存盛土等調査｜抽出方法と対象規模
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▎既存盛土等の抽出方法・対象規模

山間地、丘陵地 市街地

対象とする造成年代 カラーの空中写真が整備された1970年以降

対象規模

• 500m2以上の谷埋め盛土
• 渓流等の範囲にあって保全対象が直下に存在する100m2以上の谷埋め盛土
• 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の盛土高
（法高）が5ｍ以上の腹付け盛土

• 天面の高さが2m以上、かつ3,000m2以上の平地盛土
• 高さ15ｍ以上の切土
• 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されている高さ5ｍ以上の切土

主たる抽出方法
• 標高差分の解析※

• 地形判読（LP地形図）
• 色調変化の抽出

• 色調変化の抽出
• 地形判読（LP地形図）
• 地形判読（空中写真、地形図）

補助的な抽出方法 • 地形判読（空中写真、地形図） • 標高差分の解析※

備考 ※標高差分の解析は、差分図作成済範囲のみ



既存盛土等調査｜抽出作業の詳細
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▎抽出の範囲

 盛土
• 差分図作成済みの範囲

➡ 差分の範囲に沿って抽出
• 差分図の作成がない範囲

➡ 空中写真、LP地形図等から判読し盛土と推定される範囲を抽出

 切土
• 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されている場合

➡ 土砂災害警戒区域を切土範囲として抽出
• 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されていない切土の場合

➡ 切土法面及び法尻から50mの範囲を抽出

▎既往調査結果の取扱い
• 未抽出範囲が面積500m2以上

➡ 未抽出部分を既存盛土等として新規抽出
• 未抽出範囲が面積500m2未満/抽出範囲が過大

➡ 既往調査結果の範囲を修正



既存盛土等調査｜抽出作業の詳細
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▎抽出の範囲

 盛土

※ 抽出方法により形状の精度に差が生じるため、GIS属性情報に抽出方法を付与

谷埋め盛土
腹付け盛土
切土
複合
不明
大規模盛土

差分図作成済 差分図作成なし

差分の範囲に沿って抽出
空中写真、LP地形図等から判読し盛土と推定さ
れる範囲を抽出



既存盛土等調査｜抽出作業の詳細
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 切土
• 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されている場合

➡ 土砂災害警戒区域を切土範囲として抽出

• 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されていない切土の場合

➡ 切土法面及び法尻から50mの範囲を抽出

※以上の範囲が盛土の抽出範囲と重複する場合、切土範囲からは除外する

▲ 切土の抽出
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谷埋め盛土範囲

切土範囲

土砂災害警戒区域



既存盛土等調査｜抽出作業の詳細
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▎既往調査結果の取扱い
• 使用するデータの精度の違いにより、既往調査で抽出した範囲と今回調査で抽出すべきと考える
範囲に差が生じるケースが存在

 対応方針
① 未抽出範囲が面積500m2以上

➡ 未抽出部分を既存盛土等として新規抽出

② 未抽出範囲が面積500m2未満

➡ 既往調査結果の範囲を修正

③ 抽出範囲が過大

➡ 既往調査結果の範囲を修正

▲ 既往調査結果との差（ケース①及び②）

抽出作業時の区分

今回抽出結果

既往調査結果

①

②

①

②



既存盛土等調査│現地確認結果
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 道路盛土
• コンクリート擁壁を伴う高さ2m超の谷埋め盛土を確認
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既存盛土等調査│現地確認結果
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 その他盛土
• 高さ1.8mの盛土を確認（抽出条件再検討の結果、平地盛土からは除外）
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既存盛土等調査│現地確認結果
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 腹付け盛土
• 練り石積み擁壁を伴う腹付け盛土を確認
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既存盛土等調査│結果概要の報告
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▎既存盛土等調査結果の概要

 概要報告の対象

• 試行調査を実施した3地区

A地区：山間地の地区 ⇒奥多摩町

B地区：丘陵地の地区 ⇒八王子市

C地区：市街化が進んだ地区 ⇒目黒区



既存盛土等調査│抽出結果
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 抽出箇所数
• 大規模盛土造成地の該当／非該当は2009年度調査結果で確認

既存盛土等

合計

谷埋め 腹付け 平地 切土
切盛土
（複合）

奥多摩町 58 54 0 175 3 290

八王子市 805 51 5 305 33 1199

目黒区 8 7 0 0 0 15

※（ ）内の数字は、2020年8月時点における大規模盛土造成地の公表箇所数



既存盛土等調査│抽出結果（奥多摩町）
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既存盛土等



既存盛土等調査│抽出結果（八王子市）
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既存盛土等



既存盛土等調査│抽出結果（目黒区）
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既存盛土等



既存盛土等調査｜既存盛土等の管理番号
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▎既存盛土等の管理番号

 管理番号の命名規則

• 管理番号は以下のとおり付与する

全国地方公共団体コード - 通し番号 + 種別記号

（例）132055 - 0001 A

種別記号
A：谷埋め型大規模盛土造成地
B：腹付け型大規模盛土造成地
C：谷埋め盛土
D：腹付け盛土
E：平地盛土
F：切土
G：切盛土（複合）

通し番号
自治体ごとに4桁の数字

全国地方公共団体コード
自治体固有の6桁の数字



 管理番号の付与規則

• 区市町村毎に区切り、北西を起点として概ね西から東へ順に付与する

既存盛土等調査｜既存盛土等の管理番号
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132012-0001G

▲ 管理番号付与のイメージ

132012-0002C

132012-0003G

132012-0004G

132012-0005C

132012-0006G

132012-0007G

：既存盛土等



盛土規制法運用上の
課題
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盛土規制法運用に向けた課題の検討
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▎課題の抽出・検討
• ヒアリング及び審査基準等から現行制度運用上の課題を抽出し、背景や必要性を確認

• 盛土規制法運用後に新たに生じる課題についても都における現状を踏まえ検討

▎課題解決に向けた方策
• 盛土等に伴う災害防止のため、強化する基準（技術的基準を除く）⇒条例に位置付け

• 盛土等に伴う災害防止のために適合すべき基準⇒技術的基準として規則に規定

• 盛土等に伴う災害防止のために適合することが望ましい基準⇒行政指導指針に位置付け

• 法令等の定めに従って許可をするかどうか判断するための基準⇒審査基準に位置付け

• 盛土規制法以外の法令・条例に適合させるため行うもの⇒情報提供として位置付け



盛土規制法運用上の課題に対する対応策
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▎盛土規制法施行条例

 中間検査
• 特定工程を含む工事に対し、その旨を通知す
る制度を規定

• 特盛区域における対象規模を裾下げ

• 中間検査対象となる項目を横出し

• 条例により追加した検査項目については、工
事の計画等を勘案し、中間検査の対象を適宜
限定できるよう規定

 監督処分
• 監督処分情報の公表を規定

 盛土規制法調書
• 恒久的な情報公開制度として、調書の整備を
規定

▲ 中間検査を含めた工事の流れ



盛土規制法運用上の課題に対する対応策
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▎盛土規制法施行細則
• 技術的基準の強化又は付加、緩和の措置について規定

項目 技術的基準の強化・付加又は緩和の内容 備考

地盤について講ずる措
置に関する技術的基準

盛土の高さ3m以内ごとに幅1.5m以上の小段を設けること
切土の高さ5m以内ごとに幅1.5m以上の小段を設けること

安定計算を行う場合には、標準形状以外
の形状とすることが可能

高さ10m超の盛土は、安定計算により法面形状を定めること

大規模盛土造成地又は高さ10m超の盛土は、盛土全体の安定計算
を行うこと

地盤の許容応力度
鉄筋コンクリート造擁壁、練積み擁壁、認定擁壁の設置に当たっ
ては、土質試験等により地盤の許容応力度を求めること

許可申請時は、建築基準法施行令の値を
用いることが可能

鉄筋コンクリート造等
擁壁の構造

大規模盛土造成地又は高さ10m超の盛土・切土に設置する擁壁は、
地震力による荷重を考慮した構造とすること

任意に設置する擁壁の
構造

高さ2m以下の擁壁は、鉄筋コンクリート造等擁壁、練積み擁壁
又は認定擁壁のいずれかとすること

災害発生のおそれがないと認められると
きは、適用除外とすることが可能

特殊の材料又は構法に
よる擁壁

大規模盛土造成地又は高さ10m超の盛土・切土に設置する擁壁は、
地震力による荷重を考慮した擁壁から選定すること

土石の堆積に関する工
事の技術的基準

規則第34条第1項第2号の措置（緩勾配での堆積＋シート掛け
等）を行う場合にも、柵等を設置すること

擁壁等の設置の緩和
災害の防止上支障がないと認められるとき、擁壁又は崖面崩壊防
止施設に代えて石積み工、網柵工等により措置することができる



盛土規制法運用上の課題に対する対応策
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▎審査基準
• 盛土規制法に係る手引（仮称）として、例
規、解説、審査基準、行政指導指針、補足
から構成

▲ 盛土規制法に係る手引き（仮称）



盛土規制法運用上の課題に対する対応策
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▎その他

 地元自治体との連携
• 従来の地元自治体の同意書添付に代えて、申
請書到達時に地元自治体へ情報提供を実施

➡ 個人情報利用の目的を許可申請書に明示

▲ 許可申請書



新制度移行に向けた
取組
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新制度移行に向けた取組│基礎調査結果の公表
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▎基礎調査結果の公表
• 1/29 規制区域案をHPで公表・関係市町村長へ通知

▲ 規制区域案

■ 宅地造成等工事規制区域

■ 特定盛土等規制区域

※ 八王子市は八王子市長が公表、区域指定



新制度移行に向けた取組│制度周知
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▎制度周知
• 盛土規制法施行条例、施行細則及び審査基準の案をHPで公表

• 都民向け・事業者向けチラシをHP掲載・窓口で配布

• 業界団体に説明会を実施

▲ 周知用チラシ（事業者向け）


